
生駒市水道事業管理規程第４号 

 生駒市企業職員就業規程等の一部を改正する規程を次のように公表する。 

  令和５年３月３０日 

              生駒市水道事業管理者職務代理者 

生駒市上下水道部長 岸田 靖司 

 

   生駒市企業職員就業規程等の一部を改正する規程 

 （生駒市企業職員就業規程の一部改正） 

第１条 生駒市企業職員就業規程（昭和４３年４月生駒市水道事業管理規程第７

号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第３項中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の

６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員で第２８条の５第１項に

規定する短時間勤務の職を占めるもの」を「第２２条の４第１項又は第２２条

の５第１項の規定により採用された職員」に、「再任用短時間勤務職員」を「

定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第４条第２項及び第９条第１項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改める。 

  第１２条第１項第１号及び第２号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再

任用短時間勤務職員」に改め、同項第３号中「再任用職員（地方公務員法第２

８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項

の規定により採用された職員をいう。次号において同じ｡)」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に改め、同項第４号中「再任用職員」を「定年前再任用短時

間勤務職員」に改め、同条第２項及び第５項中「再任用短時間勤務職員」を「

定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第１３条第３項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職



員」に改める。 

  第１４条第６項中「及び再任用短時間勤務職員等」を「、定年前再任用短時

間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。 

  第１５条の２第１項中「再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等

」を「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。 

  第２３条第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改める。 

  別表第２の１８の項中「生駒市職員の退職手当に関する条例（昭和４７年１

０月生駒市条例第３０号）」を「生駒市職員表彰規則（平成２６年１２月生駒

市規則第３３号）第４条第２項」に改め、同表備考を削る。 

 （生駒市企業職員被服貸与規程の一部改正） 

第２条 生駒市企業職員被服貸与規程（平成元年４月生駒市水道事業管理規程第

３号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

 （生駒市企業職員の給与に関する規程の一部改正） 

第３条 生駒市企業職員の給与に関する規程（昭和４３年４月生駒市水道事業管

理規程第８号）の一部を次のように改正する。 

  附則を附則第１項とし、附則に次の２項を加える。 

 ２ 職員（定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法第２２条の４第１項又

は第２２条の５第１項の規定により採用された職員をいう。以下同じ｡)及び

地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる会計年度任用職員を除く｡)

が６０歳に達した日後における最初の４月１日以後、当該職員に支払われる

給料の月額は、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年７月

生駒市条例第２３号）附則第２４項、第２５項及び第２７項から第３０項ま

での規定の例により算出した額とする。 



 ３ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

  (1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される

職員及び非常勤職員 

  (2) 職員の定年等に関する条例（昭和５９年４月生駒市条例第５号）第４

条第１項又は第２項の規定により勤務している職員（同条例第２条に規定

する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く｡) 

  (3) 職員の定年等に関する条例第９条の規定により同条第１項に規定する

異動期間（同条の規定により延長された期間を含む｡)を延長された同条例

第６条に規定する職を占める職員 

  別表第１再任用職員以外の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 
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  別表第１備考を削る。 

 （生駒市水道事業会計規程の一部改正） 

第４条 生駒市水道事業会計規程（平成２７年４月生駒市水道事業管理規程第５

号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員（地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項又は第２２条の５第１

項の規定により採用された職員をいう｡)」に改める。 

   附 則 



 （施行期日） 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 （生駒市企業職員就業規程の一部改正に伴う経過措置） 

２ 暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年

法律第６３号。以下「改正法」という｡)附則第６条第１項若しくは第２項又は

第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員をいう｡)は、定年前

再任用短時間勤務職員（改正法による改正後の地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用さ

れる職員をいう。以下同じ｡)とみなして、第１条の規定による改正後の生駒市

企業職員就業規程（以下「改正後の就業規程」という｡)第３条第３項、第４条

第２項、第９条第１項、第１２条第１項、第２項及び第５項、第１３条第３項、

第１４条第６項、第１５条の２第１項並びに第２３条第２項の規定を適用する。 

 （生駒市企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置） 

３ 暫定再任用職員（改正法附則第４条第１項若しくは第２項、第５条第１項若

しくは第３項、第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項

の規定により採用された職員をいう。以下同じ｡)は、定年前再任用短時間勤務

職員とみなして、第３条の規定による改正後の生駒市企業職員の給与に関する

規程別表の規定を適用する。 

 （生駒市水道事業会計規程の一部改正に伴う経過措置） 

４ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第４条の規定

による改正後の生駒市水道事業会計規程第４条第２項の規定を適用する。 


